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１．要 旨 

  

将来的に公用あるいは公共用として利用の見込みのない下記の普通財産を一般競争入札で 

売却する。 

 

（１）土地の所在等 

   東大和市新堀一丁目１５２３番２ （やまとあけぼの学園跡地） 

   畑 ９７３．５９㎡ 

 

（２）最低売却価格 １３４，４３２，６００円 

 

（３）その他 

   地下工作物が存在するため、隣地所有者が万年塀を取り壊す際に当該地下工作物を撤去 

  することを条件として売却する。 

 ２．経 過（現時点に至るまでの経過） 

  

令和７年４月 １日 用途廃止 

令和８年１月 ９日 財産価格審議会にて最低売却価格審議 

令和８年３月１７日 売払い検査実施 

 

 ３．留意事項（問題点等） 

 ４．主管部処理案（検討結果等） 

   庁議報告後、下記のとおり売払い手続きを進めたい。 

  ・市報４月号、公式ホームページ及び公告にて市有地の売却についてお知らせする。 

  ・４月２０日から４月２２日まで一般競争入札参加受付。 

  ・４月２４日入札 

 ５．審議結果 

  了承 

  


